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７月の お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半 
から電話で 
生活文化課
緯４７０・７７７７

（代）

６月３０日（木）
弁護士

いずれも水曜
日午前１０時か
ら

６日・１３日
法 律 相 談

７月１４日（木）２０日・２７日

７月１日（金）司法書士６日（水）午後１時から登 記 相 談
７月１日（金）土地家屋調査士６日（水）午後１時から表示登記相談
７月８日（金）税理士１３日（水）午後１時から税 務 相 談
７月１５日（金）人権擁護委員２０日（水）午後１時から人権身の上相談
７月１５日（金）宅地建物取引主任者２０日（水）午後１時から不 動 産 相 談
７月２１日（木）弁護士２７日（水）午後１時から交通事故相談

７月７日（木）行政書士１３日（水）午前１０時から相続・遺言・成年
後見等手続相談

７月２１日（木）社会保険労務士２７日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会緯４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女平
等推進センタ
ー
緯４７２・００６１

６月２０日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

４日・１１日女性の悩みごと
相 談 ７月４日（月）２５日

６月１７日（金）女性弁護士１日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士によ
る 法 律 相 談

中央相談室緯４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）教育相談員

午前１０時～
午後５時
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室 滝山相談室緯４７５・８９０９

（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課緯４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階
相談室

知的障害者相談員１３日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員８日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

平日の午前９時～午後５時
※電話相談も可緯４７７・２７１１

心身障害者（児）
相 談

市役所１階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時職 業 相 談

市役所１階 
屋内ひろば

市住宅増改築等斡旋
事業登録団体協議会

１４日（木）
午前１０時～午後４時住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）消費生活相談員平日の午前１０時～午後４時

※電話相談も可緯４７３・４５０５消 費 者 相 談

《訪問します》

ご自宅助産師・保健師訪問希望の方は健康課保健
サービス係緯４７７・００２２

妊 婦 訪 問

赤 ち ゃ ん 訪 問

◆行政相談…７月１３日（水）午後１時～４時、市役所２階相談室　篠宮松美氏（南町、緯４６５･１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、緯４７４・０３７９）▽内田國夫氏（弥生、緯４６２・７２６５）

　※東久留米市社会福祉協議会では、市民ボランティア相談員による、電話なんでも
相談緯４７４・４２９４を月曜・水曜・金曜日の午前１０時～午後４時に行っています。
　※東京都でも、交通事故相談緯０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談緯０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

骨
子（
案
）に
つ
い
て 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、　

年
に
策
定
し
た

１２

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の

中
間
見
直
し
作
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
同
プ
ラ
ン
の
中

間
見
直
し
骨
子
（
案
）
を
作
成

し
ま
し
た
。
こ
の
案
に
つ
い
て

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
閲
覧
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
７
月
１
日
（
金
）

～　

日
（
金
）
の
午
前
８
時
半

２９
～
午
後
５
時

　
【
閲
覧
場
所
】都
市
計
画
課
計

画
調
整
担
当
（
市
役
所
５
階
）

　

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲

覧
で
き
ま
す
。

　
【
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
提

出
方
法
】
７
月
１
日
（
金
）
～

　

日
（
金
）
に
（
必
着
）、
事
業

２９名
「
東
久
留
米
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
中
間
見
直
し
骨

子
（
案
）」・
住
所
・
氏
名
・
ご

意
見（
様
式
自
由
）を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３
倆
８
５
５
５
、
市
役

所
都
市
計
画
課
計
画
調
整
担
当

あ
て
郵
送
ま
た
は

電
子
メ
ー
ル
、
直

接
同
担
当
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
意
見

の
返
却
や
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ

ん
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
担

当
緯
４
７
０
・
７

７
６
２
へ
。

地
域
別
ま
ち
づ
く
り
の

方
針
作
成
の
た
め
の

「
地
域
別
懇
談
会
」 

を
開
催
し
ま
す

　

地
域
別
ま
ち
づ
く
り
の
方
針

作
成
に
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
頂

く
た
め
、
地
域
別
懇
談
会
を
行

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

　
【
開
催
日
時
お
よ
び
会
場
】１

回
目
＝
６
月　

日
（
土
）
午
後

２５

１
時　

分
か
ら
、
南
部
地
域
セ

４５

ン
タ
ー
で
▼
２
回
目
＝
６
月　
２６

日
（
日
）
午
後
１
時　

分
か
ら
、

４５

市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室
で

▼
３
回
目
＝
７
月　

日
（
日
）

１０

午
後
１
時　

分
か
ら
、
西
部
地

４５

域
セ
ン
タ
ー
で
▼
４
回
目
＝
７

月　

日
（
日
）
午
後
１
時　

分

１７

４５

か
ら
、
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で

▼
５
回
目
＝
７
月　

日
（
日
）

２４

午
後
１
時　

分
か
ら
、
市
役
所

４５

７
階
７
０
１
会
議
室
で
▼
６
回

目
＝
７
月　

日
（
木
）
午
後
６

２８

時
半
か
ら
、
市
役
所
７
階
７
０

３
会
議
室
で
（
各
回
と
も
２
時

間
半
程
度
を
予
定
）

　

※
対
象
地
域
な
ど
、
詳
細
は

折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
都
市
計
画
課
計
画

調
整
担
当
緯
４
７
０
・
７
７
６

２
へ
。

※
折
り
込
み
の
チ
ラ
シ
も
ご
覧
く
だ
さ

※
折
り
込
み
の
チ
ラ
シ
も
ご
覧
く
だ
さ
いい

午
、
午
後
１
時
～
５
時

　
【
閲
覧
場
所
】企
画
経
営
室
総
務

課
（
市
役
所
４
階
）

　

※
７
月
４
日
（
月
）
か
ら
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
庶
務
担
当
緯
４

７
０
・
７
７
１
４
へ
。

国

民

年

金

の 

種
別
変
更
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
制
度
は
、
国
内
に

居
住
す
る　

歳
～　

歳
の
全
て

２０

６０

の
方
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
国
民
年
金
の
加
入

種
別
は
次
の
３
種
類
に
分
か
れ

て
い
て
、
加
入
時
だ
け
で
な
く

種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
に
も
届

け
出
が
必
要
で
す
。

　
【
国
民
年
金
の
加
入
種
別
】第

１
号
被
保
険
者
＝
自
営
業
や
農

業
・
漁
業
の
方
と
そ
の
配
偶
者
、

フ
リ
ー
タ
ー
、　

歳
以
上
の
学

２０

生
な
ど
が
対
象
と
な
り
、
加
入

や
種
別
変
更
の
届
け
出
は
、
市

保
険
年
金
課
窓
口
（
市
役
所
１

階
）
で
行
い
ま
す
▼
第
２
号
被

保
険
者
＝
会
社
や
官
公
庁
に
勤

務
し
て
い
る
方
。
つ
ま
り
厚
生

年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
方
が
対
象
と
な
り
、
加
入

や
種
別
変
更
の
届
け
出
は
勤
務

先
で
行
い
ま
す
▼
第
３
号
被
保

険
者
＝
国
民
年
金
の
第
２
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
が
対
象
と
な
り
、
加
入
や

種
別
変
更
の
届
け
出
は
勤
務
先

で
行
い
ま
す

　
【
種
別
変
更
と
な
る
ケ
ー
ス
】

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー

ス
＝
第
２
号
被
保
険
者
が
退
職

す
る
と
第
１
号
被
保
険
者
（
第

３
号
被
保
険
者
に
な
る
場
合
は

除
く
）
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
第

３
号
被
保
険
者
も
第
１
号
被
保

険
者
に
な
り
ま
す
▼
第
２
号
被

保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス
＝
第
１

号
被
保
険
者
ま
た
は
第
３
号
被

保
険
者
が
就
職
し
て
厚
生
年
金

な
ど
に
加
入
す
る
と
第
２
号
被

保
険
者
に
な
り
ま
す
▼
第
３
号

被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス
＝
会

社
を
退
職
す
る
な
ど
し
て
、
厚

生
年
金
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

方
の
被
扶
養
配
偶
者
に
な
る
と

第
３
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
緯
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
緯
４

７
０
・
７
７
３
２
へ
。

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

東
久
留
米
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
よ
り
、

誰
で
も
市
長
が
作
成
し
た
報
告
書

の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

　
【
閲
覧
で
き
る
報
告
書
】資
産
等

報
告
書
、
資
産
等
補
充
報
告
書
、

関
連
会
社
等
報
告
書

　
【
閲
覧
期
間
】
７
月
４
日
（
月
）

か
ら
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

　
【
閲
覧
時
間
】午
前
８
時
半
～
正

　

市
で
は
、
災
害
時
要
援
護
者
支

援
に
関
す
る
全
体
的
な
考
え
方
を

示
す
も
の
と
し
て
、「
災
害
時
要
援

護
者
避
難
支
援
計
画
の
全
体
計
画

（
素
案
）」を
ま
と
め
ま
し
た
。
同

計
画
（
素
案
）
は
、
災
害
時
要
援

護
者
支
援
計
画
策
定
検
討
委
員
会

に
お
い
て
検
討
・
策
定
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　

こ
の
素
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん

の
ご
意
見
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
）
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
閲
覧
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
６
月　

日
（
水
）
～
７
月
５

１５

日
（
火
）
の
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時

　
【
閲
覧
場
所
】
防
災
防
犯
課
、
市

政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
い
ず
れ
も
市

役
所
２
階
）

　

※
６
月　

日
（
水
）
か
ら
市
ホ

１５

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
【
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
提
出

方
法
】７
月
５
日（
火
）ま
で
に（
消

印
有
効
）、
計
画
名
「
災
害
時
要
援

護
者
避
難
支
援
計
画
の
全
体
計
画

（
素
案
）」・
住
所
・
氏
名
・
年
代（
例

＝　

代
）・
ご
意
見
を
記
入
の
上
、

２０
〒
２
０
３
倆
８
５
５
５
、
市
役
所

防
災
防
犯
課
あ
て
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
（
４
７
０
・
７
８
０
７
）
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
電
話
で
の
受
け
付
け
は
で

き
ま
せ
ん

　

頂
い
た
ご
意
見
は
、
同
計
画
の

参
考
と
し
て
検
討
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
後
日
、
個
人
情
報
に
関

す
る
事
項
を
除
き
要
約
し
た
も
の

を
、
広
報
紙
や
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
す
る
予
定
で

す
。
ご
意
見
の
返

却
や
個
別
の
回
答

は
行
い
ま
せ
ん
の

で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課

防
災
防
犯
係
（
内

線
２
２
２
３
）
へ
。

◆防災防犯課メールアドレス
bosaibohan@city.higashikurume.lg.jp

「「「「「「「「「「災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害時時時時時時時時時時要要要要要要要要要要援援援援援援援援援援護護護護護護護護護護者者者者者者者者者者避避避避避避避避避避「災害時要援護者避難難難難難難難難難難難
支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画のののののののののの全全全全全全全全全全体体体体体体体体体体計計計計計計計計計計支援計画の全体計画画画画画画画画画画画
（（（（（（（（（（素素素素素素素素素素案案案案案案案案案案））））））））））」」」」」」」」」」ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいい（素案）」についててててててててててて
パパパパパパパパパパブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッククククククククククココココココココココメメメメメメメメメメンンンンンンンンンントトトトトトトトトトパブリックコメントををををををををををを
募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集ししししししししししまままままままままま募集しますすすすすすすすすすす
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特特特特特特特特特特特特設設設設設設設設設設設設行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談所所所所所所所所所所所所をををををををををををを開開開開開開開開開開開開特設行政相談所を開設設設設設設設設設設設設設
ししししししししししししまままままままままままましますすすすすすすすすすすすす
　国・都・市などの行政機関やＪＲ・ＮＴＴ
などの公共性の高い法人、行政機関から委任
され補助金を受けている法人などについて、
苦情や意見・要望はありませんか。そのよう
なときは、「行政相談委
員」が相談に応じます。
　行政相談委員は、総務
大臣から委嘱された民間
有識者で、身近なところ
で活躍しています。相談
費用は無料です。気軽に
ご相談ください。
　【開設日時】６月２４日（金）午後１時半～４時
　【開設場所】西友東久留米団地店（上の原一
丁目）正面入り口
　【行政相談委員】篠宮松美氏（南町、緯４６５・
１８３９）、岡部佳子氏（幸町、緯４７４・０３７９）、
内田國夫氏（弥生、緯４６２・７２６５）
　詳しくは生活文化課人権・市民相談担当緯
４７０・７７７７へ。
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◆都市計画課メールアドレス
toshikeikaku@city.higashikurume.lg.jp


